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諮問書 
 
 老人保健法（昭和 57 年法律第 80 号）第 55 条第 4 項の規定に基づき、平成 8 年度にお

ける国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成7年法律第53号）附則第7条第2項の規定

により読み替えて適用される老人保健法第55条第3項の政令で定める割合を100分の24とする

ことについて、貴会の意見を求めます。 


